
 

 

第２期計画の推進体制等について 

地区別計画に掲げられた各目標の実現を目指して、地域課題の解決に向けた取り組みを行うとと

もに、地域での活動等の情報や意見交換、推進状況の把握を行なうため、各地区に「「「「地区別計画地区別計画地区別計画地区別計画

推進委員会推進委員会推進委員会推進委員会」」」」を立ち上げます。 

区計画を含めた第 2 期計画での取り組み状況の把握・評価については、「「「「地区別計画推進委員地区別計画推進委員地区別計画推進委員地区別計画推進委員

会会会会」」」」と「「「「みどりのわみどりのわみどりのわみどりのわ・・・・ささえささえささえささえ愛愛愛愛プランプランプランプラン推進策定委員会推進策定委員会推進策定委員会推進策定委員会」」」」が行います。 

また、地域の取り組みを支援するため、平成 21 年度に区役所・区社協・地域ケアプラザで組織

した「「「「地地地地区支援区支援区支援区支援チームチームチームチーム」」」」の活動を継続します。 

なお、平成 23 年度に行われる、地区別計画推進のための取り組みに対し、緑区の個性ある区づ

くり推進費事業「「「「地域課題地域課題地域課題地域課題チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ提案事業提案事業提案事業提案事業」」」」において、一定額の助成を検討します。 

  

１１１１    地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会についてについてについてについて    

 (1) 設置の目的 

   平成 22 年度に策定した地区別計画を推進するため、地域課題の解決に向けた取り組みを行

うとともに、地域福祉保健の推進に係る各種の情報交換・意見交換を行い、地区別計画の目標

に向けた地域の取り組みの推進状況の把握を行うことを目的とします。 

 (2) 委員会の設置等について 

  ア 11 地区の連合自治会・地区社協単位で設置します。 

  イ 委員会は原則として 30 人以内の規模で組織します。 

  ウ 委員は、連合自治会、地区社協、民生委員・児童委員、保健活動推進員、地域の活動団体

の代表者及び公募委員など、地区の実状に合わせて選出します。 

 

２２２２    第第第第２２２２期計画期計画期計画期計画のののの推進体制推進体制推進体制推進体制についてについてについてについて    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 6 

地区支援地区支援地区支援地区支援チームチームチームチーム    

 
緑区役所 

緑区社会福祉協議会 

地域ケアプラザ 

 

地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会 みどりみどりみどりみどりのわのわのわのわ・・・・ささえささえささえささえ愛愛愛愛プランプランプランプラン推進策定委員会推進策定委員会推進策定委員会推進策定委員会    

取り組み 地区の把握 推進の評価 地区への支援 推進の評価 

地区別計画地区別計画地区別計画地区別計画・・・・区計画区計画区計画区計画    

・自治会 
・地区社協 

・民生委員・児童委員 
・保健活動推進員 

・地域防災拠点 
・防犯活動 

・子育て支援 
・障がい支援 

・学校、ＰＴＡ 
・ボランティア活動 

・商店街、企業、事業者 
など 

・市民活動団体 
・ＮＰＯ 
・消防団 
・老人会 
・体育指導委員 
・青少年指導員 
・区民利用施設 
     など 



 

３３３３    スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール    

 

年月 地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会地区別計画推進委員会    みどりのわみどりのわみどりのわみどりのわ・・・・ささえささえささえささえ愛愛愛愛プランプランプランプラン推進推進推進推進策定策定策定策定委員会委員会委員会委員会    

平成 23 年 

１月 
設置の依頼（区連会） 

 

２月  第４回委員会の開催（平成 22 年度） 

３月 委員の確定  

４月 代表者連絡会  

５月  

６月 
第１回委員会の開催 

第１回委員会の開催 

７月   

８月 代表者連絡会  

９月   

10 月   

11 月  

12 月 
第 2 回委員会の開催 

 

平成 24 年 

１月 

  

２月 活動発表会の開催 第２回委員会の開催 

３月   

  

  

 

  ＜参考＞ 緑区地域課題チャレンジ提案事業（平成 22 年度事業内容） 

 

   区の重点施策に関連した地域課題に取り組む地域団体、市民活動グループ等の活動を支援す

るため、一定額の助成金を交付する事業。事業実施にあたっては、地域と区役所が協働するこ

とで地域力を高めることを目的としています。（平成 17 年度事業開始） 

提案型募集 テーマ型募集 
コース 

４つの分野で提案 区の設定したテーマで提案 

スタートアップ 

コース 

活動のスタート 

を応援 
助成額の上限額 10 万円（経費の 3/4 以内） 

チャレンジ 

コース 

活動の更なる 

発展を応援 
助成額の上限額 20 万円（経費の 2/3 以内） 

 

 

 

    


